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資料紹介 

 
1930～40 年代作製の南京市戸地図について 

大坪 慶之 
 
はじめに 

 2012 年 8～9 月に台湾の国史館にて、民国期作製の南京市の市区を対象とする「分段地

籍図」と名付けられた戸地図の調査を行った。この地図は、前回の科研プロジェクトで存

在を確認していたが、同時に発見した南京市郊外に位置する江心洲の地籍図に関する研究

を優先するため、後日を期していたものである1。また類似した戸地図が、同じく国史館に

所蔵される南京国民政府期の南京市区を対象とする土地登記文書中にも綴じこまれている。

これについては、本科研が始まった 2011 年度から、同文書を調査する中で閲覧してきた2。 
 戸地図からは、土地一筆単位の詳細な情報が収集できる一方で、そこに記載された膨大

なデータをどのように扱うかという問題が存在する。また、1930 年代の市区を描いた地籍

索引図の『南京市地籍図』との関係を考える必要もある3。そこで本稿では、国史館にて閲

覧した戸地図について紹介するとともに、調査の際に得られた知見を整理し、初歩的な考

察を加えることにしたい。 
 
１．戸地図の作製と南京市の地政 

（1）民国期南京における土地登記 

辛亥革命後の 1914（民国三）年、南京では最初の土地登記が行われる（第一次登記）。そ

こでは北京政府が、「契税条例」と「験契条例」を制定し、それに基づき民間にある売買契

約・質入契約の証書を集め、新たに江蘇省新契紙が出された。そして、江蘇省新契紙とそ

の作成以前から存在した証書の双方をもって、所有権を持つ証明とした。 
1927（民国十六）年に南京国民政府が成立すると、第一次登記を踏襲して「験契条例」

が定められ、それに基づき新たな土地登記がなされる（第二次登記）。そして南京特別市は、

市内の土地行政を担う機関として、同年 7 月に土地局を設置する。土地局は、10 月に一旦

廃され財政局内に土地課が開設されるが、1928 年 4 月に復活する。その土地局のもとで、

地籍測量が行われる。そして 1932 年 4 月、土地局を再び廃して財政局第三科を設置、1934
年 6 月には財政局内に土地登記処を併設する。 

                                                  
1 前回の科研プロジェクトである平成 17～20 年度科学研究費補助金 基盤研究Ａ「1930 年代広東省土地調

査冊の整理・分析と活用」（代表：片山剛 大阪大学教授）の成果については、『近代東アジア土地調査事業

研究 ニューズレター』1～4 号を参照。 
2 これまでに 2012 年 2～3 月、同年 8～9 月、2013 年 12 月、2014 年 8～9 月、同年 12 月の計五回にわた

り調査している。 
3 『南京市地籍図』は、南京市房産档案館および台湾内政部地政司に所蔵されている（南京市房産档案館

では『南京市旧地籍図』と題して保存されている）。この地籍図について、2008 年に南京市房産档案館、

2014 年に台湾で閲覧する機会を得た。詳しくは、大坪 2009 および山本一「南京関係地理空間情報の紹介

と利用の可能性」（本ニューズレター所収）参照。 
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1934～36（民国二十三～二十五）年、国民政府下の南京市政府は第三次登記（「総登記」、

「強迫登記」とも呼ばれる）を実施する。1935 年 3 月、財政局第三科と同土地登記処が合

併して財政局土地処が成立、同年 7 月には土地局が復活し、周湘が局長に就任する4。そし

て 1936 年 7 月、「城区及下関・浦口之土地登記」が完成する。そして地政局（1935 年度末

に「各省市地政施行程序」第三条の規定により、土地局から改称）に登記案を「査勘」、つ

まり実地調査をさせ、その仕事が完了したのちに、登記済みの八区分の地籍図と地籍冊が

編訂された。地番の総数は 32000 余段、地図は分幅総図 9 枚、分幅地籍図 347 枚、合計 356
幅であった。この 356 幅の地図が、前述した『南京市地籍図』である5。さらに地籍図に基

づき、地籍冊も 50 数冊が編造されたという6。なお郷区については、登記と測量が終わるの

を待って、別途に地籍図冊が編成される計画であった7。 
この第三次登記では、次のような方法が取られる。まず、本登記以前の契約書および第

一次・二次登記で作成された証書を持つ業主（所有権人）が、登記申請を行う。次に、申

請が審査で認められると、それを登記簿に記載する。三番目に、「土地所有権状」と「分段

図」（「登記図」とも言う）と呼ばれる戸地図（後述参照）を発給する。そして未登記の土

地は、土地局名義で仮登記されることになる8。 
日中戦争終結後の 1946（民国三十五）年、南京市政府は土地登記を再開する（第四次登

記）。ここでは戦前の第三次登記が継続されると同時に、戦中に汪兆銘政権下の南京市政府

が作った証書（「査験土地権利図状登記証」）は無効とされた9。またこの頃、新しい書式の

分段図も作製されている。そのうち、業主に発給したものとは別に地政機関側が保管して

いた地図の束が、2012 年に調査した国史館所蔵の「分段地籍図」である。 
 
（2）登記の手順と戸地図 

 ここでは、第三次の総登記において申請された案件が、地政機関内でどのように処理さ

れたかを詳しくみていく。これについては、南京市政府が登記の手順を示した「南京市土

地局登記程序図」を出している10。また同時期に、地政機関内の各部署の役割を規定した「南

                                                  
4 この年、馬超俊も再び南京市長に就任している。そして馬超俊と周湘の二人は、第三次登記の成果とし

て作られた『南京市地籍図』に序文を寄せている。両者の序文の内容については、大坪 2009、pp.143-144
も併せて参照。 
5 この地籍図は直接測量して製図したものではなく、「分戸図」、つまり戸地図をもとに作製されたもので

ある［大坪 2009、p.145］。 
6 地籍冊は未見であるが、『南京市房産档案館指南』に出てくることから、同館に現存することが確認でき

る［南京市房産档案館 2005、p.48／大坪 2009、p.139］。 
7 『南京市地籍図』「馬序」（市長）および「周序」（地政局長）。二つの序文の内容については、大坪 2009、
pp.143-144 も併せて参照されたい。なお、ここでの郊区には江心洲も含まれていたと思われる。江心洲の

地籍図については、大坪等 2007、pp.125-134 参照。この他、国史館には郊区の地籍図を製図する過程で

作られた青焼きも収蔵されている［山本 2014］。 
8 国史館に所蔵される土地登記文書のなかには、業主名が土地局名義になっているものが大量にあり、特

に旗地に関するものが多い。 
9 国史館の土地登記文書には、無効となった汪兆銘政権下の南京市政府の手による証書や分段図などが入

った封筒が、第三次もしくは第四次登記までの書類を綴じた冊子と一緒に、地段ごとにまとめて整理され

ている。 
10 「南京市土地局登記程序図」南京市政府秘所処（編）『南京市土地行政概況』南京市政府秘所処、1935
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京市土地局辦事細則」も定められている11。これらをもとに、土地所有権登記の手順をまと

めると次のようになる。 
 
◆登記の手順（土地局内の流れ） 
１．業主が登記を願い出るには、まず土地局第一科登記股に行き、「声請書」に記入し、契

拠や証明文書を提出する。 
２．登記股は、声請書および契拠等を受け取った後、直ちに第三科測量股に通知し、現地

に査勘員を派遣して実地にて測量調査をする。 
３．測量股は実地調査の後、「実測分戸図」（「底図」＝基本図）を第三科絵図股に送る。 
４．絵図股は、審査用図（「藍晒図」＝青焼き）を作製（「模絵」）した後、それを第一科登

記股に送る。 
５．登記股は、審査用図を受け取り、声請書および契拠類と一緒に、第二科審核股に送る。 
６．審核股は、審査して疑義が生じれば、第二科調査股に送って調査してもらう。 
７．調査股は、実況を調査して報告書を作製し、それを審核股に送る。 
８．審核股は、審査・決定のうえ「契拠審査報告書」および「公告稿」を作成し、それを

局長に提出して批准の後、第一科登記股に送って公告してもらう。 
９．登記股は、審査・批准を終えて公告する案件を受け取れば直ちに公告を実施し、期限

内に異議を唱える者がなければ、書状（＝所有権状12）の空欄に書き込み、あわせて第

三科絵図股に通知して正式な登記図（分段図。細則では「管業図」）を作製してもらう。 
10．絵図股は、正式な登記図（分段図。細則では「管業図」）を作製し終わったら、それを

第一科登記股に送る。 
11．登記股は、作成した書状（＝所有権状）と登記図（「管業図」）を地方法院に送り、押

印してもらう。 
12．地方法院は押印の後、書状（＝所有権状）と登記図（「管業図」）を土地局に送り返す。 
13．登記股は一切の手続きが終わった後、第一科地畝股に費用の徴収を通知する。 
14．業主は、納めた費用の税単（手順 13 の納付書である「土地登記繳費通知」）を持って 
  土地局第一科登記股へ行き、図状（＝登記図と所有権状）を受け取る。 
 
登記手順から、その過程で主に二種類の地図が作られることが分かる13。一つ目は《手順

４》における「審査用図」で、土地登記文書中の「地産登記審査用図」がこれにあたる。

                                                                                                                                                  
年、p.15。図の写真が、田口 2008、p.22 に載せられているので、そちらも参照されたい。また、徐洪奎『南

京市土地登記報告』1936 年（蕭錚（主編）『民国二十年代中国大陸土地問題資料』成文出版社・（美国）中

文資料中心、pp.58704-58706）にも同じ図が掲載されている。 
11 「南京市土地局辦事細則」〔民国〕二十四年十一月三十日核准備案［『南京市政府公報』159 期、1935 年、

pp.57-67］。 
12 「書状」は、土地法では所有権状と他項権利証明書を指しているが［鮑 1960、p.145］、ここでは所有

権登記の説明なので、所有権状を指す。 
13 この他、境界争いが存在する場合は「争執形勢図」が作られる［前掲「南京市土地局辦事細則」第 31
条 7］。 
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書きで右から「中華民国○○年○月」とある。下部中央には、同じく横書きで右から「比

例：○○分之一」とあり、縮尺が入る。右端には縦書きで「登記号数○区第○号」とある17。

その隣には大きめの文字で、「第肆区第○○○分段図」とタイトルが付され、その下に小さ

な文字で当該地の情報が載せられる。その内容は四種類で、右から「業主姓名／地産坐落

／面積（単位は平方市尺18）／合（基本的に平方市尺の 1/6000 で、畝数に換算した面積）」

となっている。左端には、縦書きで「所有権状号数○字第○号」とあり、セットとなる所

有権状の番号が分かるようになっている。そして枠内中央に、土地の形状・境界だけでな

く、そこにある建物の形状も正確に測量した図が描かれ、長さや建物の種類などが細かく

記される19。この他、下の枠外に凡例が載せられている（図２）。 
 凡例には、主に測量結果を描く際の境界について書かれている。それによると、境界の

区分には竹籬・墻（壁）・木柵・樹籬・鐵絲網があ

る。特に壁については、二重線の間に区切りの線を

一定間隔で引き、門の部分には斜め線二本を入れて

×印を付している。また一枚の壁か二枚か、一枚の

壁に何かを貼り付けたものかも明示する。その上で、

一点鎖線を用いた境界線で、壁が自分のものか隣戸

のものか、さらには共有かまで区別される20。そし

て地産坐落は、正門が面する道が基準となっている。

そのため、隣戸であっても、坐落が異なる事例が散

見される。 
 

 

 
図２．分段図の凡例と境界の描き方 

                                                  
17 登記号数は、分幅地籍図内の両カッコ付きアラビア数字と対応し、所有権状号数と一致する［南京市房

産档案館 2005、p.14］。 
18 1 公尺（メートル）＝3 市尺であるので、1 平方メートル＝9 平方市尺となる。 
19 長さは、「市尺」や「公尺」で記入される。建物の種類については、第４章で詳述する。 
20 図２右上の写真にあるように、実際には壁の幅まで計測されていた。これについては、拙稿「民国期南

京における土地の境界をめぐる紛糾と諸権利」（本ニューズレター所収）も併せて参照。 

138



 

（2）「審査用図」の特徴 

 「分段図」を作製する前段階の審査時

に作製された「審査用図」は、外寸（紙

の大きさ）がおおよそで 50cm×36cm、

内寸（図が描かれる枠の大きさ）が

46.2cm×31.8cm である。登記文書中にあ

るのは、ほとんどが青焼きの地図で、縦

長で製図されている（図３）。地図の右上

には、大きめの文字で「○○○地産登記

審査用図」とタイトルが付され（○○○

は業主名）、その下に「分段図」と同様に、

「区段／坐落／面積（単位は平方市尺）

／合（畝数換算の面積）／地類／比例尺」

などの情報が記入される。また下には、

「査勘組長／技士／考工員／査勘員／通

知号数／製図年月」を書き込む欄がある。

なお、左下に罫線で囲まれた 4 行×2 列

の欄を作り、上から「声請案由／所有権

登記」「通知号数／第○○○○号」「製図

年月／民国○○年○月○日」「頒発機関／南京市土地局」となっている様式もある。凡例は

存在しないが、製図にあたっては、「分段図」と同じ書式が採用されている。ただし「審査

用図」は、審査のために作られるため、その過程で隣戸の姓が墨で書きこまれたり、境界

線の位置をはじめ、一部が修正されていたりする。 

 
３．1946～49 年作製の「分段地籍図」 

（1）分段地籍図の所蔵状況 

 国史館に収蔵される「分段地籍図」は、1930 年代の「分段図」や「審査用図」と同じく、

土地の形状に加え各地番にある建物の配置や大きさをも克明に記した測量図である。今回

の調査では、分量からみて全てのデータ収集は難しいと判断し、南京城中華門から入って

すぐの北西側に位置する登記区第四区を抽出し閲覧した21。「分段地籍図」の所蔵状況は、

同館の目録によると次頁表の通りである。第四区については、全 23巻にまとめられており、

1 巻あたり 100 枚強の地図が含まれていた。したがって、目録に 164 巻分の記載があるの

で、国史館に所蔵される「分段地籍図」は 16400～17000 幅程度と推察される22。今回の調

                                                  
21 2012 年 8～9 月の台湾調査から帰国後、幸運にも第四区は 1930 年代の古民家が、かなりの程度残って

いることが分かり、2012 年 12 月の南京調査で現地を見学することができた。当該地区の民国期建築群の

現存状況については、荒武達朗「1930 年代南京の都市不動産登記文書と現在の秦淮区磨盤街社区」（本ニ

ューズレター所収）参照。 
22 南京市房産档案館には、「分段図」と名付けられた 1930 年代以降に作られた、1949 年以前の戸地図が

図３．審査用図 
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査で閲覧した図の作製年代は、1946～49（民国三十五～三十八）年であった。そして戦後

の第四次登記では、第三次登記から一部変更を加えつつも、基本的には同様の手続きを取

っていた。以上の二点から、「分段地籍図」は第四次登記の実施過程において製図されたも

ので、そのうち第三次登記の登記手順における《手順 10》に相当する手続きで作られたと

推察される。 
 
表．国史館における「分段地籍図」の所蔵状況 

 旧目録番号 321：『前南京市政府運台地籍及文件移交清冊』 
名称 入蔵登録号 旧目録番号 巻数 
『第一区分段地籍図』 055000012199A~12222A 321-1129 24 
『第二区分段地籍図』 055000012223A~12237A 321-1130 15 
『第三区分段地籍図』 055000012238A~12256A 321-1131 19 
『第四区分段地籍図』 055000012257A~12279A 321-1132 23 
『第五区分段地籍図』 055000012280A~12308A 321-1133 29 
『第六区分段地籍図』 055000012309A~12352A 321-1134 44 
『第七区分段地籍図』 055000012353A~12357A 321-1135 5 
『第八区分段地籍図』 055000012358A~12362A 321-1136 5 

           ※備考：四区は、一巻あたり 100 枚強の戸地図が含まれる 
 
（2）分段地籍図の形状と書式 

「分段地籍図」は、外寸（紙

の大きさ）がおおよそで 34cm
×39cm、内寸（図が描かれる枠

の大きさ）が 30.0cm×34.5cm。

青焼きで、ほぼ全てが紙を横長

で製図している（図４）。上部

中央に横書きで右から「中華民

国○○年○月」とある。そして

四隅に「京地政局」と一文字ず

つある。下部中央に横書きで右

から「比例：○分之一」とあり、

縮尺が入る。右端には縦書きで

「登記号数○区第○号」とある

（ただし、分段図の正本と異な

り、○の部分が記入されていな

                                                                                                                                                  
三万枚余り所蔵されている［大坪 2009、p.137／南京市房産档案館 2005、p.14］。なお、ここでの枚数は

作製年代から、本稿でいう 1930 年代の「分段図」と戦後の「分段地籍図」の合計と考えられる。 

図４．分段地籍図 
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いものが多い）。その隣に、「第肆区第○○○分段図」とあり、その下に四項目の情報が書

かれる。そこには、右から「業主姓名／地産坐落／面積（単位は平方市尺）／合（畝数換

算の面積）」。左端には縦書きで、「所有権状号数○字第○号」とある（ただし、分段図の正

本と異なり、○の部分が記入されていないものが多い）。図には、境界や建物の種類・長さ

も書き込まれている。このように「分段地籍図」は、1930 年代の「分段図」をほぼ踏襲し

ているが、一回り小さくなっている。また、境界の描き方が太い実線、建物や壁が細い点

線になるなど、一部変更も加えられている。 
 
４．戸地図にみる南京城内の様子 

戸地図には、単なる測量結果だけでなく、様々な情報が書き込まれる。それは、1930～
40 年代の南京市区の様子を垣間見せるものである。そこで本章では、戸地図に載せられた

情報を、2012 年 12 月の南京調査で実見した現存する古民家の状況をふまえて整理するこ

とにしたい。 
 
◆建造物 
 戸地図中には、測量の結果判明した建造物の大きさと、その種類が記入されている。閲

覧した第四区に確認される主な建造物の種類には、平房・楼房・新式平房・新式楼房・草

房・白鉄房・水閣（秦淮河沿いのみ）・走廊・木亭・蘆蓆房および披・瓦披（写真１）・鉄

披・楼披・白鉄披などがある。また、四合院・公共厠所・井戸（「井」マークが付される）

など、特徴的なものも見られる。とりわけ大きな四合院では、業主が必ずしも一人ではな

く、一棟の建物を複数名で分割登記している場合が確認される。その際には、共同生活を

写真１．瓦披 写真２．門 
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営むための公共厠所や通行のための私道が作られている23。また、南京市立病院や崇善堂の

ような市立機関や民間の団体などの不動産も登記されている24。この他、先述のごとく隣地

と区画する壁に門が×印で描かれている。これは、壁をくりぬいて門が作られているため

と考えられる（前頁写真２）。門には大門・後門・傍門・太平門（非常口）・臨時門などの

種類がある。 
 このように建造物の種類が詳細に記されていることにより、特徴的な様相を呈する地区

の存在が浮かび上がってくる。その一つに、メインストリートの中華路に面した一帯があ

る25。中華路沿いは、二階以上の建物が多く並んでいるという特徴を持つ。そしてそれらの

建物は、板戸やガラス板で中華路に面していて、壁や塀といった境界を示すものが取り払

われている。このような建物が作られた目的は、戸地図からは分からないが、壁がないこ

とやガラス板を入れることで、建物に入りやすくなったり、中が見やすくなったりする効

果が期待される。また、建物自体も比較的高層である。以上の点から、これらは店舗の可

能性があり、古写真などと付き合わせた考察が今後の課題となってこよう。 
 
◆建造物のない空間と通路 
戸地図中に描かれる空間には、建造物のない空地や庭もあり、その利用形態が書き込ま

れている。主なものに、猪園・廂・天井（中庭）・空院・空地（以上の二つは、どちらも空

地）・基地・塘・花園がある。また、測量した土地に隣接する道も一緒に描かれている。こ

の道は、坐落の基準となったり、土地を区画したりするものである。その種類には、官巷、

公道・公巷（共有あるいは共同利用の道や路地）などがある。そして道（側道）によって

は、壁で囲んで一つの空間として区切られ、門から一般の道路に出るようになっているも

のもある26。一方、道路に面していない土地であっても、外に通ずる道は必要である。その

ため、他家の庭などに他項権利の一種である通行権（通行地役権）が設定されていること

が多い。その際には、地番の異なる戸地図上に通行可能なルートを矢印で図示したうえで、

「○○（人名）有地役権」と説明書きされている27。 
 
◆土地の仕切り 
 隣接する土地を区切るものには、道路以外に壁や塀がある。これには既述のように、墻・

竹籬・木柵・樹籬・鐵絲網（有刺鉄線）・鉄柵などいくつかの種類があり、境界をなすと同

時に、それらがどちらの土地に属するかも決まっている。また、壁の立っている土地と壁

                                                  
23 戸地図中には、敷地内に複数の「天井」や「塘」がある 1～数畝の面積を持つ大邸宅で、同姓の業主が

多人数で一緒に登記しているものが存在する。これらが何に使われていた建物なのかは、地図に明示され

ていないが、業主名の輩行が同じで、かつ分割せずに共同所有とされているものが多いことから、祠堂の

可能性を指摘できよう。 
24 戸地図は見当たらなかったが、隣の土地の利用形態として、水龍会・石観音・財政部なども確認された。

また、隣地を無主地としている例も見られた。 
25 他に、水閣や船着場に出るための私道がならぶ秦淮河沿いがある。 
26 このような道は、公巷（共同所有の道）単独で所有権登記されている場合もある。 
27 この他、戸地図には抵当権など別の他項権利も記入されている。 
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の持ち主が違っていたり、壁そのものが上下に分けられて所有者が異なっていたりする場

合も見られる。これらの事例から、壁を作る際に、出資者とそれが立てられる土地の所有

者が強く意識されていたことが窺える。この他、「滴水」（溝）が境界となっている例もあ

り、やはりその帰属をめぐって、しばしば争いが起こったようである。 
 
◆分筆 
 一筆の土地を相続や売却のために分筆する場合には、再度登記がなされる（変更登記）。

「分段地籍図」の中には、この分筆前後の戸地図が両方残っている地段が存在する。それ

には概ね、二つのケースがあるようである。第一は、大邸宅の敷地内に複数の棟が存在し、

それらの間に壁や塀があり、その壁や塀に沿って分筆する例である。この場合は大邸宅が、

もともと輩行を同じくする一族の共同所有であったり、分筆前後の業主が異なっていても、

同姓であったりすることが多い。したがって、これらは相続に関係している可能性が高い

ように思われる。第二は、家が敷地の一部に偏って建てられ、広い空地（もしくは庭）が

ある例である。この場合は、空地部分を分筆するが、新たに所有権を持つ人物は必ずしも

同姓とは限らない。そのため、こちらは売却するため、あるいは抵当権を設定するためで

あった可能性を指摘できよう。 
 
おわりに 

以上、「分段図」「審査用図」「分段地籍図」を中心に、1930～40 年代に作製された南京

市の戸地図について概観してきた。これらは登記の過程で製図されたものであり、『南京市

地籍図』とともに、1930～40 年代の南京における土地調査事業や登記の手続きを研究する

にあたり、現場レベルの状況をふまえた考察を可能にする貴重な資料と言える。そして、

そこに記された豊富なデータは、当時の南京市の様子をも垣間見せるものである。 
「分段図」は、所有権状とセットで機能するなど、実際にそれを受け取る者にとっては、

土地所有を証明する重要なものである。一方で、戦後の台湾で長らく土地調査事業に関わ

った後に東京大学に留学された江丙坤博士によると、台湾では既に戸地図は重要でないと

のことであった［栗原等 2015］。つまり、第二次世界大戦後のある段階で、戸地図の持つ意

味が変化していることになる。そのため、国民政府が台湾に移転して以降、戸地図がどの

ように扱われたのかを考慮に入れつつ、1930～40 年代に大陸で作製された「分段図」「分

段地籍図」などの戸地図を活用していくことが、今後の課題となってくるだろう。 
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